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１ 【提出理由】

当社の財政状態および経営成績に著しい影響を与える事象が発生したため、金融商品取引法第24条の５

第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の規定に基づき、臨時報告書を提出

するものであります。　

　

２ 【報告内容】

（1）当該事象の発生年月日

       平成24年４月６日

　
（2）当該事象の内容

       当社は、平成18年6月28日、大阪国税局より、当社と「ＴＡＰファーマシューティカル・プロダク

ツ Inc.」との間の平成14年３月期から平成17年３月期の６年間の「ランソプラゾール（米国製品

名：プレバシド）」にかかる製品供給取引等に関して、移転価格税制に基づく更正通知書を受領し

ました。更正された所得金額は６年間で1,223億円であり、地方税等を含めた追徴税額571億円につ

いて同年７月に全額を納付しました。その後、当社はこの更正処分を不服として、同年8月25日に税

務当局に対して、異議申立て手続きを実施しましたが、本年４月６日、大阪国税局より原処分により

更正された所得金額1,223億円のうち977億円を取り消す異議決定書を受領しました。

　

（3）当該事象の損益に与える影響額

       当該事象に伴う平成25年３月期決算における損益影響としましては、当期純利益が527億円増加

することを見込んでおります。
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